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(57)【要約】
【課題】検査業務に影響を与えることなく医療用制御装
置に蓄積されたデータを外部装置に伝送することができ
る。
【解決手段】医療用制御装置２０は、内部演算処理を行
う第２演算部２４と、内視鏡観察に関する動作ログデー
タを蓄積する動作ログメモリ２５と、第２通信部２１と
を有し、外部装置１０は、内部演算処理を行う第１演算
部１４と、第１通信部１１と、第１演算部１４の処理負
荷を監視する第１監視部１３と、第１通信部１１および
第２通信部２１を制御する第１通信制御部１２とを有し
、第１通信制御部１２は、第１監視部１３の監視結果に
基づく第１演算部１４の処理負荷に応じて、第２通信部
２１から第１通信部１１に向けて動作ログメモリ２５に
蓄積された動作ログデータ送信するよう各部を制御する
。
【選択図】図１



(2) JP 2019-76246 A 2019.5.23

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を観察または処置するデバイスを制御する医療用制御装置と、前記医療用制御装
置と通信可能な外部装置と、を有する医療システムであって、
　前記外部装置に配設され、当該外部装置の内部の演算処理を行う第１の演算部と、
　前記外部装置に配設され、前記医療用制御装置との間において所定の信号を送受信可能
な第１の通信部と、
　前記医療用制御装置に配設され、当該医療用制御装置における内部の演算処理を行う第
２の演算部と、
　前記医療用制御装置に配設され、前記デバイスを用いた観察または処置に関するデータ
を蓄積するメモリと、
　前記医療用制御装置に配設され、前記外部装置における前記第１の通信部との間におい
て、少なくとも前記メモリに蓄積されたデータに係る信号を送受信可能な第２の通信部と
、
　前記第１の演算部と前記第２の演算部との少なくとも一方の演算部における処理に係る
負荷の状況に応じて、前記第２の通信部から前記第１の通信部に対する、少なくとも前記
メモリに蓄積されたデータに係る信号の送信を制御する通信制御部と、
　を具備することを特徴とする医療システム。
【請求項２】
　前記通信制御部は、前記第１の演算部における処理に係る負荷が所定の閾値を下回った
場合において、前記第２の通信部から前記第１の通信部に向けて前記メモリに蓄積された
データを送信するよう制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の医療システム。
【請求項３】
　前記外部装置は、前記第１の演算部における処理に係る負荷に応じて変化する所定パラ
メータを監視する第１の監視部を更に備え、
　前記通信制御部は、前記外部装置に配設された第１の通信制御部を有し、当該第１の通
信制御部は、前記第１の監視部により監視される前記パラメータに係る情報を取得し、取
得した当該情報に基づいて前記第１の演算部における処理に係る負荷が所定の閾値を下回
った否かを判断し、当該負荷が所定の閾値を下回った場合において、前記第２の通信部か
ら前記第１の通信部に対して前記メモリに蓄積された前記データを送信するよう当該第２
の通信部および前記第１の通信部を制御する
　ことを特徴とする請求項２に記載の医療システム。
【請求項４】
　前記第１の通信部は、前記第１の監視部により監視される前記パラメータが所定の閾値
を下回った際において、前記第１の演算部における処理に係る負荷が所定の閾値を下回っ
たと判断した前記通信制御部に制御され、前記第２の通信部に対して、前記メモリに蓄積
された前記データを当該第１の通信部に向けて送信するよう要求するコマンドを送信する
　ことを特徴とする請求項３に記載の医療システム。
【請求項５】
　前記通信制御部は、前記医療用制御装置に配設された第２の通信制御部を有し、当該第
２の通信制御部は、前記第１の監視部により監視される前記パラメータに係る情報を取得
し、取得した当該情報に基づいて前記第１の演算部における処理に係る負荷が所定の閾値
を下回った否かを判断し、当該負荷が所定の閾値を下回った場合において、前記第２の通
信部から前記第１の通信部に対して前記メモリに蓄積された前記データを送信するよう当
該第２の通信部を制御する
　ことを特徴とする請求項２に記載の医療システム。
【請求項６】
　前記通信制御部は、前記第２の演算部における処理に係る負荷が所定の閾値を下回った
場合において、前記第２の通信部から前記第１の通信部に向けて前記メモリに蓄積された
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データを送信するよう制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の医療システム。
【請求項７】
　前記医療用制御装置は、前記第２の演算部における処理に係る負荷に応じて変化する所
定パラメータを監視する第２の監視部を更に備え、
　前記通信制御部は、前記医療用制御装置に配設された第２の通信制御部を有し、当該第
２の通信制御部は、前記第２の監視部により監視される前記パラメータに係る情報を取得
し、取得した当該情報に基づいて前記第２の演算部における処理に係る負荷が所定の閾値
を下回った否かを判断し、当該負荷が所定の閾値を下回った場合において、前記第２の通
信部から前記第１の通信部に対して前記メモリに蓄積された前記データを送信するよう当
該第２の通信部および前記第１の通信部を制御する
　ことを特徴とする請求項６に記載の医療システム。
【請求項８】
　前記通信制御部は、前記第１の演算部または前記第２の演算部における処理に係る負荷
が所定の閾値を下回った場合であるとして、予め設定された時間に前記第２の通信部から
前記第１の通信部に対して前記メモリに蓄積された前記データを送信するよう当該第２の
通信部を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の医療システム。
【請求項９】
　前記通信制御部は、前記予め設定された時間として、夜の時間帯を設定する
　ことを特徴とする請求項８に記載の医療システム。
【請求項１０】
　前記第１の通信部は、前記予め設定された時間において、前記第２の通信部に対して、
前記メモリに蓄積された前記データを当該第１の通信部に向けて送信するよう要求する送
信コマンドを送信する
　ことを特徴とする請求項８に記載の医療システム。
【請求項１１】
　前記第１の通信部は、前記送信コマンドを送信する際に、前記医療用制御装置の電源を
起動させるコマンドを送信する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の医療システム。
【請求項１２】
　前記メモリに蓄積された前記データは、前記被検体の観察または処理に関する動作ログ
データであって、
　前記医療用制御装置は、前記動作ログデータとは異なるデータである画像データを生成
する生成部を更に備え、
　前記画像データは、前記第１の演算部または前記第２の演算部における処理に係る負荷
に応じて変化するパラメータに拘わらず送信される
　ことを特徴とする請求項１に記載の医療システム。
【請求項１３】
　被検体を観察または処置するデバイスを制御する医療用制御装置であって、
　当該医療用制御装置内部の演算処理を行う演算部と、
　所定のデータを蓄積するメモリと、
　外部装置と通信回線を介して所定信号の通信を可能とする通信部と、
　前記演算部における処理に係る負荷の状況に応じて、少なくとも前記通信部から前記外
部装置に対する、前記メモリに蓄積された前記データに係る信号の送信を制御する通信制
御部と、
　を具備することを特徴とする医療用制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、医療システムおよび医療用制御装置、詳しくは、被検体を観察または処置す
るためのデバイスを制御する医療用制御装置および、前記医療用制御装置と通信可能な外
部装置とを有する医療システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検体の内部の被写体を撮像して観察する撮像素子を備える内視鏡、被検体に対して所
定の処置を施す処置具、およびこれら医療用デバイスを制御する医療用制御装置が知れて
いる。この医療用制御装置としては、例えば内視鏡により撮像された被写体の観察画像を
生成する、いわゆるビデオプロセッサと称する画像処理装置、または、内視鏡から被検体
に対して照射する照明光を生成し出射する光源装置等が相当する。さらに、これら医療用
制御装置を有する医療システムについても、医療分野及び工業分野等において広く知られ
ている。
【０００３】
　このような医療システムにおける上述した医療用制御装置としては、近年、各種医療デ
バイスに係る動作ログを所定のメモリに記録する機能を備える医療用制御装置が知られる
ようになっている。また、このような動作ログを記録する機能を備える医療用制御装置を
有する医療システムにおいて、例えば、特開２００８-１０９９８６号公報（特許文献１
）には、メモリに記録した動作ログを外部サーバ等の外部装置に転送する内視鏡システム
が開示されている。
【０００４】
　ところで、上述の如き医療システムにおいて動作ログを外部サーバに転送する、例えば
ビデオプロセッサ等の医療用制御装置においては、当該ビデオプロセッサから当該外部サ
ーバに対して、検査業務として、内視鏡等に係る検査画像または検査オーダ等のデータを
送信する例が知られている。また、この検査業務は医療システムにおいても極めて重要な
事項であり、何らかの要因により当該業務が阻害されることは避けなければならない。
【０００５】
　ところがこのような医療システムの場合、上述した動作ログをビデオプロセッサ等の医
療用制御装置から外部サーバに送信する際、無計画に動作ログデータを送信すると上述し
た検査業務（検査画像または検査オーダ等のデータ送信）を阻害する虞がある。
【０００６】
　すなわち、例えばビデオプロセッサから外部サーバに対して検査画像を送信する際に、
同じくビデオプロセッサから外部サーバに対して大容量の動作ログを送信すると、当該検
査画像の画像送信速度が遅延する虞がある。また、同様に大容量の動作ログを送信するこ
とによりデータ受信側の外部サーバ自体の演算部が高負荷となると、送信側のビデオプロ
セッサに対してエラーメッセージが表示されることとなり、状況の確認を要する等、検査
業務を阻害する虞がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８-１０９９８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このような状況に鑑み、上記特開２００８-１０９９８６号公報（特許文献１）には、
医療用制御装置であるビデオプロセッサに蓄積された内視鏡検査関連の動作ログデータを
外部サーバへ送信する際、以下に示す条件に応じて当該動作ログデータを送信する医療シ
ステムの例が開示されている。
【０００９】
　この特開２００８-１０９９８６号公報（特許文献１）に記載する医療システムは、動
作ログデータを受信する外部サーバが、ビデオプロセッサに対してコマンドデータを送信
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することにより当該ビデオプロセッサの電源オンオフ制御を行うようになっている。この
ような前提において当該医療システムにおいては、外部サーバからビデオプロセッサに対
して当該ビデオプロセッサの電源をオフするための電源ＯＦＦコマンドデータが送信され
たことを受けて、ビデオプロセッサに蓄積された内視鏡検査関連等の動作ログデータを当
該外部サーバに対して送信するようにしている。
【００１０】
　すなわち、特開２００８-１０９９８６号公報（特許文献１）に記載する医療システム
は、ビデオプロセッサの電源がオフされるタイミングにおいて（換言すれば、検査画像ま
たは検査オーダ等のデータを送信することがないタイミングにおいて）、動作ログデータ
を送信するように制御する。
【００１１】
　このように当該特許文献１に記載する医療システムは、上述した如き制御をすることで
、検査業務（検査画像または検査オーダ等のデータ送信）に影響を及ぼすことなく動作ロ
グデータを送信することを特徴とするものであった。
【００１２】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載する医療システムは、内視鏡検査関連等の動
作ログデータを外部サーバに対して送信しようとする際においては、ユーザがビデオプロ
セッサの電源をオフするために、わざわざ外部サーバからビデオプロセッサに対して上述
の如き電源ＯＦＦコマンドデータを送信する手間を要していた。
【００１３】
　または、内視鏡検査を長時間連続して行う場合においては、ビデオプロセッサの電源が
オフされないため、内視鏡検査関連等の動作ログデータがビデオプロセッサ内に溜まって
しまうという不都合も生じていた。
【００１４】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、検査業務に影響を与えることなく医
療用制御装置に蓄積されたデータを外部装置に伝送することができる医療システムを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一態様の医療システムは、被検体を観察または処置するデバイスを制御する医
療用制御装置と、前記医療用制御装置と通信可能な外部装置と、を有する医療システムで
あって、前記外部装置に配設され、当該外部装置の内部の演算処理を行う第１の演算部と
、前記外部装置に配設され、前記医療用制御装置との間において所定の信号を送受信可能
な第１の通信部と、前記医療用制御装置に配設され、当該医療用制御装置における内部の
演算処理を行う第２の演算部と、前記医療用制御装置に配設され、前記デバイスを用いた
観察または処置に関するデータを蓄積するメモリと、前記医療用制御装置に配設され、前
記外部装置における前記第１の通信部との間において、少なくとも前記メモリに蓄積され
たデータに係る信号を送受信可能な第２の通信部と、前記第１の演算部と前記第２の演算
部との少なくとも一方の演算部における処理に係る負荷の状況に応じて、前記第２の通信
部から前記第１の通信部に対する、少なくとも前記メモリに蓄積されたデータに係る信号
の送信を制御する通信制御部と、を具備する。
【００１６】
　本発明の一態様の医療用制御装置は、被検体を観察または処置するデバイスを制御する
医療用制御装置であって、当該医療用制御装置内部の演算処理を行う演算部と、所定のデ
ータを蓄積するメモリと、外部装置と通信回線を介して所定信号の通信を可能とする通信
部と、前記演算部における処理に係る負荷の状況に応じて、少なくとも前記通信部から前
記外部装置に対する、前記メモリに蓄積された前記データに係る信号の送信を制御する通
信制御部と、を具備する。
【発明の効果】
【００１７】
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　本発明によれば、検査業務に影響を与えることなく医療用制御装置に蓄積されたデータ
を外部装置に伝送することができる医療システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態の医療システムの構成を示す図である。
【図２】図２は、本発明の第２の実施形態の医療システムの構成を示す図である。
【図３】図３は、本発明の第３の実施形態の医療システムの構成を示す図である。
【図４】図４は、本発明の第４の実施形態の医療システムの構成を示す図である。
【図５】図５は、本発明の第５の実施形態の医療システムの構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【００２０】
　＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の第１の実施形態の医療システムの構成を示す図である。
【００２１】
　図１に示すように、本第１の実施形態の医療システム１は、被検体を観察または処置す
るデバイスを制御する医療用制御装置２０と、前記医療用制御装置２０と通信可能な外部
装置１０と、を有する。
【００２２】
　本第１の実施形態において医療用制御装置２０が制御する前記「デバイス」としては、
例えば、被検体を観察し撮像信号を出力する内視鏡、または、被検体に対して所定の処置
を施す処置具等の医療用デバイス（いずれも図示せず）を想定するが、以下、内視鏡をデ
バイスの例にして本第１の実施形態を説明する。
【００２３】
　＜医療用制御装置２０および外部装置１０の概略構成＞
　本第１の実施形態における医療用制御装置２０は、前記デバイスである内視鏡に接続さ
れ撮像素子から出力された撮像信号を入力し所定の画像処理を施す、いわゆるビデオプロ
セッサである。
【００２４】
　なお、前記医療用制御装置２０は、ビデオプロセッサに限らず、例えば、前記内視鏡に
接続され、被検体を照明するための照明光を供給する光源装置（図示せず）であってもよ
い。
【００２５】
　本第１の実施形態において医療用制御装置２０であるビデオプロセッサは、内視鏡から
出力された撮像信号に対して所定の画像処理を施す機能を備えると共に、内視鏡等のデバ
イスを用いた観察または処置に関する動作ログデータ（内視鏡検査関連の動作ログデータ
）を蓄積する動作ログメモリ２５（図１参照）を備えることを特徴とする（医療用制御装
置２０の構成については、後に詳述する）。
【００２６】
　一方、本第１の実施形態における外部装置１０は、医療用制御装置２０である前記ビデ
オプロセッサに接続され、当該ビデオプロセッサから出力される内視鏡に係る検査画像ま
たは検査オーダ等のデータを格納するための外部サーバである。
【００２７】
　また、この外部装置１０である外部サーバは、本第１の実施形態においては、医療用制
御装置２０であるビデオプロセッサに蓄積された上述した内視鏡検査関連の動作ログデー
タを分析（解析）し、保存（格納）する機能も有する（外部装置１０の構成については、
後に詳述する）。
【００２８】
　以下、外部装置１０および医療用制御装置２０の構成についてより具体的に説明する。
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【００２９】
　＜外部装置１０の具体的な構成＞
　図１に示すように、本第１の実施形態において外部装置１０は、医療用制御装置２０と
の間において所定の信号を送受信可能な第１通信部１１と、当該外部装置１０の内部の演
算処理を行う第１演算部１４と、前記第１演算部１４における処理に係る負荷の状況に応
じて前記第１通信部１１を制御する第１通信制御部１２と、前記第１演算部１４における
処理に係る負荷の状況を監視する第１監視部１３と、医療用制御装置２０に蓄積された内
視鏡検査関連の動作ログデータを保存するデータベース１５と、を主に備える。
【００３０】
　前記第１通信部１１は、医療用制御装置２０における第２通信部２１に対して所定のコ
マンドデータを送信するコマンド送信部１１ａと、医療用制御装置２０から所定の動作ロ
グデータを受信する動作ログ受信部１１ｂと、を備える。
【００３１】
　具体的にコマンド送信部１１ａは、第１通信制御部１２の制御下に、所定のタイミング
において所定のコマンドデータ、例えば、「送信要求コマンドデータ」を、第２通信部２
１におけるコマンド受信部２１ａに対して送信する機能を有する。
【００３２】
　この「送信要求コマンドデータ」は、前記第２通信部２１から当該第１通信部１１に向
けて前記動作ログメモリ２５に蓄積された動作ログデータを送信させるためコマンドデー
タであって、本第１の実施形態においては、第１通信制御部１２の制御下に、コマンド送
信部１１ａからコマンド受信部２１ａに対して送信されるようになっている。
【００３３】
　一方、動作ログ受信部１１ｂは、第１通信制御部１２の制御下に、前記「送信要求コマ
ンドデータ」を受けた医療用制御装置２０側から送信される前記「動作ログデータ」を受
信する機能を有する。なお、これらコマンド送信部１１ａおよび動作ログ受信部１１ｂの
作用については、後に詳述する。
【００３４】
　第１演算部１４は、例えばＣＰＵ等の演算制御素子により構成され、医療用制御装置２
０から図示しない送信線により送信された、内視鏡に係る検査画像または検査オーダ等の
データを入力して所定の演算を施す機能を有する。
【００３５】
　なお、これら内視鏡から出力された検査画像に係る信号は「動作ログデータ」とは異な
る画像データであり、当該「動作ログデータ」とは独立して医療用制御装置２０から外部
装置１０における第１演算部１４に対して伝送されるようになっている。
【００３６】
　第１演算部１４は一方で、所定のタイミングにて前記動作ログ受信部１１ｂが受信した
、医療用制御装置２０であるビデオプロセッサに蓄積された内視鏡検査関連の動作ログデ
ータを入力し、当該動作ログデータのバイナリデータを解析する機能を有する。第１演算
部１４はさらに、解析した動作ログデータをサーバ登録するために当該解析結果をデータ
ベース１５に格納する。
【００３７】
　データベース１５は、第１演算部１４に接続されると共に当該第１演算部１４に制御さ
れ、当該第１演算部１４において解析された動作ログデータを保存（格納）するデータベ
ースである。
【００３８】
　第１監視部１３は、第１演算部１４における負荷状況を監視し、当該監視情報を第１通
信制御部１２に対して伝達する。具体的に第１監視部１３は、前記第１演算部１４におけ
る処理に係る負荷に応じて変化する所定パラメータ、例えば、第１演算部１４内部におけ
るＣＰＵ占有率等を監視し、前記第１演算部１４における処理に係る負荷が所定の閾値を
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下回っているか否かの監視情報を第１通信制御部１２に対して伝達する機能を有する。
【００３９】
　第１通信制御部１２は、第１監視部１３からの監視情報を取得し、取得した当該監視情
報に基づいて前記第１演算部１４における処理に係る負荷が所定の閾値を下回った否かを
判断する機能を有する。
【００４０】
　また第１通信制御部１２は、当該第１演算部１４における処理に係る負荷が所定の閾値
を下回ったと判断した場合において、所定のタイミングにて前記第２通信部２１から第１
通信部１１に向けて前記動作ログメモリ２５に蓄積されたデータを送信するよう第１通信
部１１を制御するようになっている。
【００４１】
　なお、このとき第１通信制御部１２は、本第１の実施形態においては、前記第１通信部
１１を制御するとともに間接的に医療用制御装置２０、特に第２通信部２１を制御するこ
ととなる。
【００４２】
　すなわち、本第１の実施形態において外部装置１０における第１通信制御部１２は、外
部装置１０における第１演算部１４の処理に係る負荷が所定の閾値を下回ったと判断した
場合、換言すれば、外部サーバである外部装置１０の負荷が低下するとき、ひいては院内
システムの負荷が低下するときを認識した場合においてのみ、外部装置１０における第１
通信部１１のみならず恰も医療用制御装置２０における第２通信部２１をも制御し、医療
用制御装置２０に蓄積した「動作ログデータ」を医療用制御装置２０から外部サーバであ
る外部装置１０に向けて送信せしめる機能を有するといえる。
【００４３】
　＜医療用制御装置２０の具体的な構成＞
　一方、本第１の実施形態において医療用制御装置２０は、外部装置１０との間において
所定の信号を送受信可能な第２通信部２１と、当該医療用制御装置２０であるビデオプロ
セッサ内部の演算処理を行う第２演算部２４と、前記第２通信部２１を制御する第２通信
制御部２２と、内視鏡等のデバイスを用いた観察または処置に関する動作ログデータを蓄
積する動作ログメモリ２５と、を主に備える。
【００４４】
　なお本第１の実施形態において医療用制御装置２０であるビデオプロセッサは、上述し
た構成の他、いずれも図示はしないが、当該ビデオプロセッサ内の各回路に加え接続され
た内視鏡および光源装置における各回路を制御するプロセッサ制御部、内視鏡からの画像
信号を入力し所定の画像処理を施す画像処理部、並びに、当該画像処理部において処理さ
れた画像信号を入力し所定の映像信号を生成する映像出力部等を備える。
【００４５】
　前記第２通信部２１は、外部装置１０における第１通信部１１内の前記コマンド送信部
１１ａに接続されたコマンド受信部２１ａと、外部装置１０における第１通信部１１内の
前記動作ログ受信部１１ｂに接続された動作ログ送信部２１ｂと、を備える。
【００４６】
　具体的にコマンド受信部２１ａは、第２通信制御部２２の制御下に、コマンド送信部１
１ａから送信されるコマンドデータを受信する機能を有する。このコマンドデータとして
本第１の実施形態においては、前記第２通信部２１から当該第１通信部１１に向けて前記
動作ログメモリ２５に蓄積された動作ログデータを送信させるための前記「送信要求コマ
ンドデータ」が挙げられる。
【００４７】
　一方、動作ログ送信部２１ｂは、コマンド受信部２１ａが前記「送信要求コマンドデー
タ」を受信した際、第２通信制御部２２の制御下に、前記動作ログメモリ２５に蓄積され
た「動作ログデータ」を動作ログ受信部１１ｂに向けて送信する機能を有する。
【００４８】
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　第２演算部２４は、接続された内視鏡に係る検査画像または検査オーダ等のデータを入
力して所定の演算を施す機能を有すると共に、動作ログメモリ２５に接続され、当該動作
ログメモリ２５に蓄積された内視鏡検査関連の「動作ログデータ」を入力し、所定の処理
を施す機能を有する。
【００４９】
　なお、第２演算部２４は、上述したように内視鏡に係る検査画像または検査オーダ等の
データを入力して所定の演算を施す機能を有するものであるが、これは換言すれば、内視
鏡からの画像信号を入力し所定の画像処理を施す画像処理部、当該画像処理部において処
理された画像信号を入力し所定の映像信号を生成する映像出力部等の機能を備えるもので
あるといえ、さらに換言すれば、第２演算部２４は、「動作ログデータ」とは異なる画像
データであって内視鏡画像に関する画像データを生成する生成部としての機能も果たすと
いえる。
【００５０】
　また、第２演算部２４において生成された前記内視鏡画像に関する画像データは、「動
作ログデータ」とは独立して医療用制御装置２０における第２演算部２４から外部装置１
０における第１演算部１４に対して伝送されるようになっている。
【００５１】
　さらに、前記内視鏡画像に関する画像データは、医療用制御装置２０から送出される際
、前記第１演算部１４または第２演算部２４における処理に係る負荷に応じて変化する前
記所定パラメータの当該変化度合いに拘わらず適切に送信されることが求められる。
【００５２】
　一方、動作ログメモリ２５は、第２演算部２４に制御され、内視鏡等のデバイスを用い
た観察または処置に関する動作ログデータ（内視鏡検査関連の動作ログデータ）を逐次記
録し保存する機能を有する。
【００５３】
　第２通信制御部２２は、コマンド受信部２１ａが前記「送信要求コマンドデータ」を受
信した際、動作ログメモリ２５、第２演算部２４および第２通信部２１における動作ログ
送信部２１ｂを制御し、前記動作ログメモリ２５に蓄積された「動作ログデータ」を動作
ログ受信部１１ｂに向けて送信せしめる。
【００５４】
　＜第１の実施形態の作用＞
　次に、上述した如き構成をなす第１の実施形態の医療システムの作用について説明する
。
【００５５】
　本第１の実施形態の医療システム１における医療用制御装置２０と外部装置１０との間
において、例えば、日中における通常の検査業務が遂行されている場合（換言すれば、医
療用制御装置２０から外部装置１０に対して内視鏡に係る検査画像または検査オーダ等の
データが伝送されるという通常の検査業務が実行されている場合）においては、外部装置
１０における第１演算部１４においても、医療用制御装置２０から送信された当該検査画
像等を入力して所定の演算を施すといった通常の処理が実行されている。
【００５６】
　また、この第１演算部１４における検査業務に係る演算は極めて重要な処理であって、
何らかの要因により当該検査業務処理が阻害されるのは避ける必要があることは上述した
とおりである。
【００５７】
　このような状況において本第１の実施形態における前記第１監視部１３は、第１演算部
１４における負荷状況を常に監視し、当該監視情報を第１通信制御部１２に対して伝達す
る。
【００５８】
　具体的に本第１の実施形態において第１監視部１３は、前記第１演算部１４における処
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理に係る負荷に応じて変化する所定パラメータ、例えば、第１演算部１４内部におけるＣ
ＰＵ占有率等を監視し、その監視情報を第１通信制御部１２に対して伝達する。
【００５９】
　次に第１通信制御部１２は、第１監視部１３からの監視情報を取得し、取得した当該監
視情報に基づいて前記第１演算部１４における処理に係る負荷が所定の閾値を下回った否
かを判断する。
【００６０】
　そして第１通信制御部１２は、当該第１演算部１４における処理に係る負荷が所定の閾
値を下回ったと判断した場合において、所定のタイミングにて前記第２通信部２１から第
１通信部１１に向けて前記動作ログメモリ２５に蓄積されたデータを送信するよう第１通
信部１１および第２通信部２１を制御する。
【００６１】
　具体的に第１通信制御部１２は、所定のタイミングにおいて所定のコマンドデータ、例
えば、上述した「送信要求コマンドデータ」を第２通信部２１におけるコマンド受信部２
１ａに対して送信するよう、第１通信部１１におけるコマンド送信部１１ａを制御する。
【００６２】
　なお上述したようにこの「送信要求コマンドデータ」は、前記第２通信部２１から当該
第１通信部１１に向けて前記動作ログメモリ２５に蓄積された動作ログデータを送信させ
るためコマンドデータである。
【００６３】
　一方、医療用制御装置２０においては、動作ログメモリ２５に、内視鏡等のデバイスを
用いた観察または処置に関する「動作ログデータ」（内視鏡検査関連の動作ログデータ）
が逐次記録され保存されている。
【００６４】
　この状態において、医療用制御装置２０における第２通信制御部２２は、第２通信部２
１におけるコマンド受信部２１ａが前記「送信要求コマンドデータ」を受信したことを認
識すると、動作ログメモリ２５、第２演算部２４および第２通信部２１における動作ログ
送信部２１ｂを制御し、前記動作ログメモリ２５に蓄積された「動作ログデータ」を動作
ログ受信部１１ｂに向けて送信せしめる。
【００６５】
　すなわち、動作ログ送信部２１ｂは、第２通信制御部２２に制御され、「動作ログデー
タ」を動作ログ受信部１１ｂに向けて送信する。
【００６６】
　一方、外部装置１０における動作ログ受信部１１ｂは、前記「動作ログデータ」を受信
すると、第１通信制御部１２の制御下に当該「動作ログデータ」を第１演算部１４に伝送
する。
【００６７】
　この後、第１演算部１４は、所定のタイミングにて前記動作ログ受信部１１ｂが受信し
た前記「動作ログデータ」を入力し、当該動作ログデータのバイナリデータを解析し、解
析した動作ログデータをサーバ登録するために当該解析結果をデータベース１５に格納す
る。
【００６８】
　＜第１の実施形態の効果＞
　以上説明したように、本第１の実施形態の医療システム１は、外部装置１０に第１演算
部１４の負荷状況を常に監視する「第１監視部１３」を設け、「外部サーバである外部装
置１０の負荷が低下するとき、ひいては院内システムの負荷が低下するとき」を監視する
ようにした。
【００６９】
　さらに本第１の実施形態の医療システム１は、外部装置１０における第１通信制御部１
２が、第１監視部１３における監視情報に基づいて「外部装置１０の負荷が低下するとき



(11) JP 2019-76246 A 2019.5.23

10

20

30

40

50

、ひいては院内システムの負荷が低下するとき」を認識した場合のみにおいて、医療用制
御装置２０に蓄積した「動作ログデータ」を医療用制御装置２０から外部サーバである外
部装置１０に向けて送信するようにした。
【００７０】
　これにより本第１の実施形態の医療システムによると、通常の検査業務（検査画像また
は検査オーダ等のデータ送信）に影響を及ぼすことなく「動作ログデータ」を送信する医
療システムを実現することができる。
【００７１】
　なお、本第１の実施形態においては、上述したように医療用制御装置２０が制御する「
デバイス」として、被検体を観察し撮像信号を出力する内視鏡を採用したが、当該「デバ
イス」はこれに限らず、被検体に対して所定の処置を施す処置具等の他、各種医療用デバ
イスが採用される。
【００７２】
　さらに、本実施形態においては、医療用制御装置２０として、いわゆるビデオプロセッ
サを採用したが、医療用制御装置２０は他の医療用制御装置、例えば、内視鏡に接続され
、被検体を照明するための照明光を供給する光源装置であってもよい。
【００７３】
　＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００７４】
　第２の実施形態の医療システムは、主たる構成は第１の実施形態と同様であるが、医療
用制御装置から外部装置に向けての「動作ログデータ」の送信可能判断の主体を第１の実
施形態とは異にすることを特徴とする。したがって、ここでは第１の実施形態との差異の
みの説明にとどめ、共通する部分の説明については省略する。
【００７５】
　図２は、本発明の第２の実施形態の医療システムの構成を示す図である。　
　図２に示すように、本第２の実施形態の医療システム２０１は、被検体を観察または処
置するデバイスを制御する医療用制御装置２２０と、前記医療用制御装置２２０と通信可
能な外部装置２１０と、を有する。
【００７６】
　上述した本第１の実施形態の医療システム１においては、第１通信制御部１２が第１監
視部１３からの監視情報を取得することにより、第１演算部１４における処理に係る負荷
状況に基づいて、医療用制御装置２０から外部装置１０に向けての「動作ログデータ」の
送信の可否を判断した。
【００７７】
　これに対して第２の実施形態の医療システム２０１においては、医療用制御装置２２０
における第２通信制御部２２２においても第１通信制御部１２と同様の判断を行うことを
可能とする。
【００７８】
　すなわち、第２の実施形態における第２通信制御部２２２は、外部装置２１０における
第１監視部１３と接続され、前記第１通信制御部１２と同様に第１監視部１３からの監視
情報を取得可能とする。
【００７９】
　そして、第２の実施形態における第２通信制御部２２２は、医療用制御装置２２０側に
配設された通信制御部でありながら、第１監視部１３からの監視情報を取得することによ
り、外部装置２１０に配設された第１演算部１４における処理に係る負荷状況を把握し、
当該負荷状況に基づいて、医療用制御装置２２０から外部装置２１０に向けての「動作ロ
グデータ」の送信の可否を判断し、動作ログ送信部２１ｂ等を制御することを可能とする
。
【００８０】
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　＜第２の実施形態の効果＞
　以上説明したように、本第２の実施形態の医療システム２０１は、第１の実施形態と同
様の効果を奏すると共に、医療用制御装置２２０側においても、「外部サーバである外部
装置２１０の負荷が低下するとき、ひいては院内システムの負荷が低下するとき」を監視
することを可能とする。
【００８１】
　このように本第２の実施形態の医療システムによっても、通常の検査業務（検査画像ま
たは検査オーダ等のデータ送信）に影響を及ぼすことなく「動作ログデータ」を送信する
医療システムを実現することができる。
【００８２】
　＜第３の実施形態＞
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
【００８３】
　第１の実施形態の医療システム１においては、外部装置１０における第１演算部１４に
おける処理に係る負荷状況を把握し、当該第１演算部１４に係る負荷状況に基づいて、医
療用制御装置２０から外部装置１０に向けての「動作ログデータ」の送信の可否を判断す
ることを特徴とするものである。
【００８４】
　これに対して第３の実施形態の医療システムは、医療用制御装置側における第２演算部
２４における処理に係る負荷状況を把握し、当該第２演算部２４に係る負荷状況に基づい
て、医療用制御装置から外部装置に向けての「動作ログデータ」の送信の可否を判断する
ことを特徴とするものである。その他の構成は第１の実施形態と同様であるので、ここで
は第１の実施形態との差異のみの説明にとどめ、共通する部分の説明については省略する
。
【００８５】
　図３は、本発明の第３の実施形態の医療システムの構成を示す図である。　
　図３に示すように、本第３の実施形態の医療システム３０１は、被検体を観察または処
置するデバイスを制御する医療用制御装置３２０と、前記医療用制御装置３２０と通信可
能な外部装置３１０と、を有する。
【００８６】
　上述したように本第１の実施形態の医療システム１においては、第１通信制御部１２が
第１監視部１３からの監視情報を取得することにより、第１演算部１４における処理に係
る負荷状況に基づいて、医療用制御装置２０から外部装置１０に向けての「動作ログデー
タ」の送信の可否を判断した。
【００８７】
　これに対して第３の実施形態の医療システム３０１において医療用制御装置３２０は、
外部装置３１０との間において所定の信号を送受信可能な第２通信部３２１と、当該医療
用制御装置３２０であるビデオプロセッサ内部の演算処理を行う第２演算部２４と、前記
第２通信部３２１を制御する第２通信制御部３２２と、内視鏡等のデバイスを用いた観察
または処置に関する動作ログデータを蓄積する動作ログメモリ２５と、を備えることに加
え、前記第２演算部２４における処理に係る負荷の状況を監視する第２監視部３２３を備
えることを特徴とする。
【００８８】
　また、前記第２通信部３２１は、第２通信制御部３２２の制御下に「動作ログデータ」
を送信する機能を有する動作ログ送信部３２１ｂを備える。
【００８９】
　一方で、第３の実施形態の医療システム３０１において外部装置３１０は、第１通信部
３１１内に、動作ログ送信部３２１ｂから送信された「動作ログデータ」を受信する動作
ログ受信部３１１ｂを備える一方で、第１の実施形態には設けられていた第１監視部１３
については省略される。すなわち、第３の実施形態においては、外部装置３１０において
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第１演算部１４における処理に係る負荷状況については特に監視することはしない。
【００９０】
　また、第３の実施形態においては、第１の実施形態の如き「送信要求コマンドデータ」
を外部装置から医療用制御装置に向けて送信することもなく、すなわち第３の実施形態に
おいては、第１の実施形態には設けられていた第１通信部１１内におけるコマンド送信部
１１ａ、同第２通信部２１内におけるコマンド受信部２１ａについては省略されている。
【００９１】
　第３の実施形態において前記第２監視部３２３は、前記第２演算部２４における処理に
係る負荷の状況を監視する機能を有し、当該監視情報を第２通信制御部３２２に対して伝
達する。
【００９２】
　具体的に第２監視部３２３は、前記第２演算部２４における処理に係る負荷に応じて変
化する所定パラメータ、例えば、第２演算部１４内部における演算部占有率等を監視し、
前記第２演算部２４における処理に係る負荷が所定の閾値を下回っているか否かの監視情
報を第２通信制御部３２２に対して伝達する機能を有する。
【００９３】
　第２通信制御部３２２は、第２監視部３２３からの監視情報を取得し、取得した当該監
視情報に基づいて前記第２演算部２４における処理に係る負荷が所定の閾値を下回った否
かを判断する機能を有する。
【００９４】
　そして第３の実施形態においては、第２通信制御部３２２は、当該第２演算部２４にお
ける処理に係る負荷が所定の閾値を下回ったと判断した場合において、所定のタイミング
にて前記第２通信部３２１から第１通信部３１１に向けて前記動作ログメモリ２５に蓄積
されたデータを送信するよう第２通信部３２１における動作ログ送信部３２１ｂを制御す
るようになっている。
【００９５】
　なお、このとき第２通信制御部３２２は、本第３の実施形態においては、前記第２通信
部３２１を制御するとともに間接的に外部装置１０、特に第１通信部３１１を制御するこ
ととなる。
【００９６】
　すなわち、本第３の実施形態において医療用制御装置３２０における第２通信制御部３
２２は、医療用制御装置３２０における第２演算部２４の処理に係る負荷が所定の閾値を
下回ったと判断した場合、換言すれば、ビデオプロセッサである医療用制御装置３２０の
負荷が低下するとき、ひいては院内システムの負荷が低下するときを認識した場合におい
てのみ、医療用制御装置３２０における第２通信部３２１のみならず恰も外部装置３１０
における第１通信部３１１をも制御し、医療用制御装置３２０に蓄積した「動作ログデー
タ」を医療用制御装置３２０から外部サーバである外部装置３１０に向けて送信せしめる
機能を有するといえる。
【００９７】
　＜第３の実施形態の効果＞
　以上説明したように、本第３の実施形態の医療システム３０１は、医療用制御装置３２
０に第２演算部２４の負荷状況を常に監視する「第２監視部３２３」を設け、「医療用制
御装置３２０の負荷が低下するとき、ひいては院内システムの負荷が低下するとき」を監
視するようにした。
【００９８】
　さらに本第３の実施形態の医療システム３０１は、医療用制御装置３２０における第２
通信制御部３２２が、第２監視部３２３における監視情報に基づいて「医療用制御装置３
２０の負荷が低下するとき、ひいては院内システムの負荷が低下するとき」を認識した場
合のみにおいて、医療用制御装置３２０に蓄積した「動作ログデータ」を医療用制御装置
３２０から外部サーバである外部装置３１０に向けて送信するようにした。
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【００９９】
　これにより本第３の実施形態の医療システムによると、第１の実施形態と同様に、通常
の検査業務（検査画像または検査オーダ等のデータ送信）に影響を及ぼすことなく「動作
ログデータ」を送信する医療システムを実現することができる。
【０１００】
　なお、本第３の実施形態においても、上述したように医療用制御装置３２０が制御する
「デバイス」として、被検体を観察し撮像信号を出力する内視鏡を採用したが、当該「デ
バイス」はこれに限らず、被検体に対して所定の処置を施す処置具等の他、各種医療用デ
バイスが採用される。
【０１０１】
　さらに、本第３の実施形態においては、医療用制御装置３２０として、いわゆるビデオ
プロセッサを採用したが、医療用制御装置３２０は他の医療用制御装置、例えば、内視鏡
に接続され、被検体を照明するための照明光を供給する光源装置であってもよい。
【０１０２】
　＜第４の実施形態＞
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。
【０１０３】
　上述した第１の実施形態の医療システム１は、外部装置１０における第１演算部１４に
おける処理に係る負荷状況を把握し、当該第１演算部１４に係る負荷状況に基づいて、医
療用制御装置２０から外部装置１０に向けての「動作ログデータ」の送信の可否を判断す
ることを特徴とするものである。
【０１０４】
　また、上述した第３の実施形態の医療システム３０１は、医療用制御装置３２０におけ
る第２演算部２４における処理に係る負荷状況を把握し、当該第２演算部２４に係る負荷
状況に基づいて、医療用制御装置３２０から外部装置３１０に向けての「動作ログデータ
」の送信の可否を判断することを特徴とするものである。
【０１０５】
　これに対して本第４の実施形態の医療システムは、第１の実施形態と第３の実施形態と
の特徴を併せ持つものであり、すなわち、外部装置における第１演算部１４、および、医
療用制御装置における第２演算部２４のいずれの演算部における処理に係る負荷状況につ
いても把握し、第１演算部１４または第２演算部２４に係る負荷状況に基づいて、医療用
制御装置から外部装置に向けての「動作ログデータ」の送信の可否を判断することを特徴
とするものである。
【０１０６】
　すなわち、第４の実施形態の医療システムは、その構成の多くは第１の実施形態または
第３の実施形態と同様であるので、ここでは特徴点のみの説明にとどめ、共通する部分の
説明については省略する。
【０１０７】
　図４は、本発明の第４の実施形態の医療システムの構成を示す図である。　
　図４に示すように、本第４の実施形態の医療システム４０１は、被検体を観察または処
置するデバイスを制御する医療用制御装置４２０と、前記医療用制御装置４２０と通信可
能な外部装置４１０と、を有する。
【０１０８】
　また、外部装置４１０における第１通信部４１１、第１通信制御部４１２および第１監
視部４１３については、それぞれ第１の実施形態における第１通信部１１、第１通信制御
部１２、第１監視部１３と同様の構成をなすものであり、また、第１通信部４１１内のコ
マンド送信部４１１ａおよび動作ログ受信部４１１ｂについても、それぞれ第１の実施形
態におけるコマンド送信部１１ａ、動作ログ受信部１１ｂと同様の構成をなすものである
。
【０１０９】
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　さらに、医療用制御装置４２０における第２通信制御部４２２、第２監視部４２３につ
いては、それぞれ第３の実施形態における第２通信制御部３２２、第２監視部３２３と同
様の構成をなすものである。
【０１１０】
　さらに、同医療用制御装置４２０における第２通信部４２１については、第１の実施形
態における第２通信部２１または第３の実施形態における第２通信部３２１と同様の構成
をなし、具体的には、第１の実施形態におけるコマンド受信部２１ａと同様の構成をなす
コマンド受信部４２１ａ、および、第３の実施形態における動作ログ送信部３２１ｂと同
様の構成をなす動作ログ送信部４２１ｂを有する。
【０１１１】
　＜第４の実施形態の効果＞
　このような構成をなす第４の実施形態の医療システム４０１は、上述した第１の実施形
態および第３の実施形態における作用効果を併せ持った作用効果を奏するものであり、す
なわち、本第４の実施形態の医療システムによっても、通常の検査業務（検査画像または
検査オーダ等のデータ送信）に影響を及ぼすことなく「動作ログデータ」を送信する医療
システムを実現することができる。
【０１１２】
　＜第５の実施形態＞
　次に、本発明の第５の実施形態について説明する。
【０１１３】
　第１～第４の実施形態の医療システムにおいては、外部装置の第１演算部１４または医
療用制御装置の第２演算部２４における処理に係る負荷状況を把握し、これら第１演算部
１４または第２演算部２４に係る負荷状況に基づいて、医療用制御装置から外部装置に向
けての「動作ログデータ」の送信の可否を判断することを特徴とするものであった。
【０１１４】
　これに対して第５の実施形態の医療システムは、外部装置または医療用制御装置に係る
負荷状況を直接的に検知するのではなく、これら外部装置または医療用制御装置における
演算部に係る負荷が低い状態である蓋然性が高い「予め設定された時間」において医療用
制御装置から外部装置に向けて「動作ログデータ」を送信するようにしたことを特徴とす
る。
【０１１５】
　図５は、本発明の第５の実施形態の医療システムの構成を示す図である。　
　すなわち、第５の実施形態の医療システム５０１は、外部装置５１０における第１演算
部１４または医療用制御装置５２０における第２演算部２４における処理に係る負荷が所
定の閾値を下回った場合にあるとして、「予め設定された時間」に医療用制御装置５２０
から外部装置５１０に対して上述した「動作ログデータ」を送信することを特徴とする。
【０１１６】
　また、第５の実施形態においては、上述した「予め設定された時間」として、医療用制
御装置５２０が稼働している可能性が極めて低い「夜の時間帯」、例えば、午前零時前後
の時間帯を設定する。
【０１１７】
　ここで、医療用制御装置５２０が稼働していない状況であれば、当然に、医療用制御装
置５２０を含めた医療システム５０１全体の処理負荷も低いことが想定される。一方で、
医療用制御装置５２０が稼働していない、すなわち電源がオフの状態である場合において
は、そもそも医療用制御装置５２０から外部装置５１０に対して「動作ログデータ」を送
信することができない。
【０１１８】
　このため、医療用制御装置５２０から外部装置５１０に対して「動作ログデータ」を送
信するには、一旦、医療用制御装置５２０の電源をオン状態にする必要がある。
【０１１９】
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　第５の実施形態は係る事情に鑑み、「予め設定された時刻」に達した際に、外部装置５
１０から医療用制御装置５２０に対して、医療用制御装置５２０を起動せしめる所定の起
動コマンドを送信し、当該医療用制御装置５２０の電源をオンした後に、医療用制御装置
５２０から外部装置５１０に対して「動作ログデータ」を送信するよう制御するようにし
ている。
【０１２０】
　具体的には、図５に示すように外部装置５１０における第１通信部５１１は、上述した
起動コマンドデータを送信する起動コマンド送信部５１１ａを備える。一方、医療用制御
装置５２０における第２通信部５２１は、上述した起動コマンドデータを受信する起動コ
マンド受信部５２１ａを備える。
【０１２１】
　そして第５の実施形態の医療システム５０１は、外部装置５１０に設けた第１通信制御
部５１２の制御下に、「予め設定された時間」に医療用制御装置５２０における第２通信
部５２１から外部装置５１０における第１通信部５１１に対して動作ログメモリ２５に蓄
積された「動作ログデータ」を送信するよう、医療用制御装置５２０における第２通信制
御部５２２を制御する。
【０１２２】
　その他の作用については第１～第４の実施形態と同様であるので、ここでの詳しい説明
は省略する。
【０１２３】
　＜第５の実施形態の効果＞
　以上説明したように、本第５の実施形態の医療システム５０１は、外部装置５１０また
は医療用制御装置５２０における演算部の負荷が低い状態である蓋然性が高い「予め設定
された時間」において医療用制御装置から外部装置に向けて「動作ログデータ」を送信す
るようにしたので、第１の実施形態の医療システムと同様に、検査業務（検査画像または
検査オーダ等のデータ送信）に影響を及ぼすことなく「動作ログデータ」を送信すること
ができる。
【０１２４】
　なお、上記各実施形態においては、上述したように医療用制御装置が制御する「デバイ
ス」として、被検体を観察し撮像信号を出力する内視鏡を採用したが、当該「デバイス」
はこれに限らず、被検体に対して所定の処置を施す処置具等の他、各種医療用デバイスが
採用される。
【０１２５】
　さらに、上記各実施形態においては、医療用制御装置として、いわゆるビデオプロセッ
サを採用したが、医療用制御装置は他の医療用制御装置、例えば、内視鏡に接続され、被
検体を照明するための照明光を供給する光源装置であってもよい。
【０１２６】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えな
い範囲において、種々の変更、改変等が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【０１２７】
１，２０１，３０１，４０１，５０１…医療システム
１０，２１０，３１０，４１０，５１０…外部装置
１１，３１１，４１１，５１１…第１通信部
１１ａ，４１１ａ…コマンド送信部
１１ｂ，３１１ｂ，４１１ｂ，５１１ｂ…動作ログ受信部
１２，４１２，５１２…第１通信制御部
１３，４１３…第１監視部
１４…第１演算部
１５…データベース
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２０，２２０，３２０，４２０，５２０…医療用制御装置
２１，２１１，２１１，２１１…第２通信部
２１ａ，４２１ａ…コマンド受信部
２１ｂ，３２１ｂ，４２１ｂ，５２１ｂ…動作ログ送信部
２２，２２２，３２２，４２２，５２２…第２通信制御部
３２３，４２３…第２監視部
２４…第２演算部
２５…動作ログメモリ
５１１ａ…起動コマンド送信部
５２１ａ…起動コマンド受信部

【図１】 【図２】
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